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 各県立学校長 殿 
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保健体育安全課長 

（公 印 省 略） 

 

 

学校給食における窒息事故の防止について（通知） 

 

このことについて、別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から通知があ

りましたので、承知願います。 

 なお、教育委員会においても「食に関する指導・学校給食の手引（令和４年３月改訂）」で「学校

給食における誤嚥窒息事故防止の対応（Ｐ２５９、２６０）」を示しているところです。 

別添写し及び上記等を参考に指導を徹底願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：学校保健給食班 水口 

ＴＥＬ：０２２－２１１－３６６６ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－３７９６ 

e-mail：hokenah@pref.miyagi.lg.jp 



（電子メール施行） 

 保 体 号 外 

令和６年２月２７日 

 

 

 各市町村教育委員会学校給食主管課長 殿 

  

 

宮城県教育庁保健体育安全課長 

（  公 印 省 略  ） 

 

 

学校給食における窒息事故の防止について（通知） 

 

本県の学校保健教育の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記のことについて、別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から

通知がありましたので、承知願います。 

 なお、宮城県教育委員会においても「食に関する指導・学校給食の手引（令和４年３月改訂）」で

「学校給食における誤嚥窒息事故防止の対応（Ｐ２５９、２６０）」を示しているところです。 

別添写し及び上記等を参考に指導の徹底に努めていただくよう所管の学校及び学校給食関係職員

へ周知願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：学校保健給食班 水口 

ＴＥＬ：０２２－２１１－３６６６ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－３７９６ 

e-mail：hokenah@pref.miyagi.lg.jp 



各都道府県教育委 員 会学校給食主管課
各指定都 市教育委員 会学 校給食主管課
各都道 府 県私立学 校 主管課

事 務 連 絡
令和 6 年 2 月 2 7 日

附属学 校を置く各国立大学法人事務局 御中
構造改革特別区域法第1 2条第1項の認定

を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

学校給食における窒息事故の防止について

学校給食における適切な指導については、従来から努めていただいているところで
すが、 本年 2 月 26 日、 小学校の学校給食において、 1 年生に在籍する児童がうずら
の卵を喉に詰まらせて窒息する事故が発生しました。

文部科学省においては、 「食に関する指導の手引 ー 第二次改訂版ー（平成 31 年 3

月）」において、 給食時における安全に配慮した食事の指導の在り方や窒息への対処
方法について示しているところです。

また、食品による窒息事故については、内閣府食品安全委員会ホー ムページに掲載
の「食べ物による窒息事故を防ぐために」及び、厚生労働省ホ ームページに掲載の「救
急蘇生法の指針（市民用） 2020」も併せて御留意願います

今回の事故の詳細については、調査中ではありますが、改めて上記等を参考に指導
の徹底に努めていただくようお願いします。

ついては、都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、都道府県知事、 附属学校を
置く国立大学法人の長及び構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公
共団体の長におかれては、それぞれ域内の市町村教育委員会及び所轄の学校、学校法
人及び学校設置会社等に対し周知をお願いします。

（参考）
「食に関する指導の手引 ー 第二次改訂版 ー 」平成 31 年 3 月改訂
htt s://www.mext. o. ·/a menu/s orts/s okuiku/1292952.htm 

内閣府食品安全委員会「食べ物による窒息事故を防ぐために」
htt s://www.fsc. o.'/sonota/ obou s oku'iko2005. df 

厚生労働省「救急蘇生法の指針（市民用） 2020」
shishin2020 shimin hp.pdf (qqzaidan.jp) 

（本件連絡先）
文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課
食育推進係、 学校給食
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